
地方公共団体の手数料の標準に関する政令（抄） 

   

平成十二年一月二十一日政令第十六号 

  

地方自治法第 228 条第 1 項の手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認め

られるものとして政令で定める事務（以下「標準事務」という。）は、次の表の上欄に掲げる事務と

し、同項の当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるもの（以下「手数料を徴収する事務」とい

う。）は、同表の上欄に掲げる標準事務についてそれぞれ同表の中欄に掲げる事務とし、同項の

政令で定める金額は、同表の中欄に掲げる手数料を徴収する事務についてそれぞれ同表の下

欄に掲げる金額とする。 

  

２６ 建設業法第２５条第２項

の規定に基づく建設工

事の請負契約に関する

紛争に係るあっせん、

調停及び仲裁に関する

事務 
 

１ 建設業法

第２５条

第２項の

規定に基

づくあっせ

ん 
 

あっせんを求める事項の価額（価額を算定する事がで

きないときは、５００万円とみなす。）に応じて、次に定

めるところにより算出して得た金額（あっせんを求める

事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて

算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得

た額を控除した金額）  

イ あっせんを求める事項の価額が１００万円まで 

１００００円 
ロ あっせんを求める事項の価額が１００万円を超え５０

０万円までの部分 

その価額１００００円までごとに ２０円 
ハ あっせんを求める事項の価額が５００万円を超え２５

００万円までの部分 

その価額１００００円までごとに １５円 
ニ あっせんを求める事項の価額が２５００万円を超え

る部分 

その価額１００００円までごとに １０円 
 

２ 建設業法

第２５条

第２項の

規定に基

づく調停 
 

調停を求める事項の価額（価額を算定する事ができな

いときは、５００万円とみなす。）に応じて、次に定めると

ころにより算出して得た金額（調停を求める事項の価

額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して

得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控

除した金額）  



イ 調停を求める事項の価額が１００万円まで 

２万円 
ロ 調停を求める事項の価額が１００万円を超え５００万

円までの部分 

その価額１００００万円までごとに ４０円 
ハ 調停を求める事項の価額が５００万円を超え１億円

までの部分 

その価額１００００円までごとに ２５円 
ニ 調停を求める事項の価額が１億円を超える部分 

その価額１００００円までごとに １５円 
 

３ 建設業法

第２５条

第２項の

規定に基

づく仲裁 
 

仲裁を求める事項の価額（価額を算定する事ができな

いときは、５００万円とみなす。）に応じて、次に定めると

ころにより算出して得た金額（仲裁を求める事項の価

額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して

得た額から造花前の価額に応じて算出して得た額を控

除した金額）  

イ 仲裁を求める事項の価額が１００万円まで 

５万円 
ロ 仲裁を求める事項の価額が１００万円を超え５００万

円までの部分 

その価額１００００万円までごとに １００円 
ハ 調停を求める事項の価額が５００万円を超え１億円

までの部分 

その価額１００００円までごとに ６０円 
ニ 調停を求める事項の価額が１億円を超える部分 

その価額１００００円までごとに ２０円 
 

  

 


